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平成23年4月7目
都道府県医師会

　　担当理事　殿

目本医師会
常任理事　今　村

糖尿病疾病管理強化対策事業の実施、および健康的な生活習慣づくり

重点化事業の実施要綱の一部改正について

　平成23年度予算案r糖尿病疾病管理強化対策事業」につきまして、平成22年12

月28目付（地皿179）の文書をもって貴会宛に情報提供させていただきましたが、

今般、厚生労働省健康局長より、各都道府県知事宛にr糖尿病疾病管理強化対策事

業の実施について」の通知がなされました。

　また、平成21年4月8目付（地皿4）の文書をもって通知いたしましたr健康的な

生活習慣づくり重点化事業について」につきまして、今般、実施要綱の一部改正が

なされ、厚生労働省健康局長より各都道府県知事等宛に通知がなされました。

　本会に対しましても、糖尿病疾病管理強化対策事業の実施、および健康的な生活

習慣づくり重点化事業の実施要綱の一部改正について協力方依頼がありました。

　健康的な生活習慣づくり重点化事業は、平成23年度より事業内容をメタボリッ

クシンドローム予防から糖尿病予防に特化したr糖尿病予防戦略事業」に変更され

るとともに、新たにr実践的な予防活動支援事業」が追加されております。

　なお、　r糖尿病疾病管理強化対策事業」の実施主体は、都道府県とされておりま

すが、都道府県は適当と認められる実施機関に委託することができることとなって

おります。

　つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、よろしくご

高配のほどお願い申し上げます。
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糖尿病疾病管理強化対案事業の実施について

、健康行政の推進につきましては、平素より御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。　　　　　　　　　『　．　．

　平成23年度において《標記の事業を、別績の実施要綱に基づき実施することとし

ました6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　、

　本事業は、医療計画に基づく医療連携を促進し、受療中の患者に対する適切な療
　　　　　　　　　　　　ヨ養指導を行うことにより、糖尿病の発症後の重症化や合併症の予防を図ることを目

的としております。

　つきましては、貴会におかれましても、r糖尿病疾病管理強化対策事業」の趣旨を

御理解の上、各都道府県の事業実施に当たっては、御協力下さいますようお願い致

します。
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．　　…　　　　　’糖尿病疾病管理強化対策事業の実施につマ・て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛

　　糖尿病は、脳卒中や急性心筋使塞の重大なリスク要因であり、平成19年国民健

，康・栄養調査によると、糖尿病の可能性が否定できないくを合わせて約2，2ユ0万

　人と推計されておりたまたく糖尿病重症化や糖尿痺を原疾患とした合併症の併発に至

　る例が増加しているところである。　　　　　　　　　．
　　こうしたことを踏まえ、医療計画に基づく糖尿病の医療連携体制の確立・際養指導

　’体制の充実を図り、糖尿病の重症化や合併症の併発の予防を目的として、平成23年

度からr糖尿病疾病管理強化対策事業」を実施す紋ととレ・別繊昂りその実施

　要綱を定めたので通知する。　　　・　　　．　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　l
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糖尿病疾病管理強化対策事業実施要綱

　1　事業の目的
　　　糖尿病は、脳卒中や急性心筋梗塞の重大なリスク要因であり、平成19年国民健

　　康・栄養調査によると、糖尿病の可能性炉否定できな炉人を合わせて約2，210
　　万人（平成14年比約36％増）と年々急増しており＝曳さらに糖尿病重症化や合併

　　症の併発に至る例が増加しているところである。

　　　本事業は、医療計画に基づく医療連携を促進し、受療中の患者に対する適切な療

・　養指導を行うことにより、糖尿病の発症後の重症化や合併症の予防を目的とする。

2　』事業の実施主体

　　この事業り実施主体は、都道府県とする。なお、都導府県は・実施体制等から判

　断して適当と認められる実施機関に本事業の実施を委託することができる。

3　事業の内容
　　本事業は、糖尿病に関し、関係団体との連携、特に都道府県糖尿病対策推進会議

の活用により、それぞれの医療資源等の実情に応じて、医療連携のあり方の検討を

行うとともに、その検討を踏まえ、以下の事業を実施する。　　、　　　’

（1）医療連携体制の確立に関する事業

　　連携することとなった病院と診療所等、医療機関の相互の信頼関係のもと、医
　療連携を行える連携体制を構築し、かつ住民が安心してかかりつけ医療機関で初

　期治療を受けられる体制の構築を図ることを目的とする。　　　　　　　・

①連携体制およびそのルール、糖尿病初期治療の留意点等について、連携する

　医療機関、医師に対して説明会等の実施

②連携体制およびその連携医療機関について、ホームページやリー．フレット等

　を通じた住民への周知

（2）療養指導体制の充実に関する事業

　　地域の糖尿病療養指導士や管理栄養士等の活用の促進を行い、かかりつけ医療

　機関における糖尿病に関する療養指導の充実を図ることを目的とする。

①糖尿病療養指導士や管理栄養士等による、かかりつけ医療機関における療養

　指導従事者に対する説明会、研修会の実施　　　　　　　　・

②連携体制φ構築を進めるにあたって生じる課題等について・かかりづけ医療

　機関における療養指導従事者（療養指導士、看護師、管理栄養士等）同士の

　情報交換会　　・

4　留意事項
　　①事業の実施にあたっ，ては、関係団体等との連携、特に都道府県糖尿病対策推進

　　　会議の活用により、連携体制のあり方を検討すること．



②また、連携体制の構築にあたっては、医療機関、医師同fの信頼関係および

　地域住民への理解が得られるように進めていくこと。　　　　　　’

③なお、療養指導体制については、例えば地域の糖尿病療養指導士や管理栄養士

　等の活用を促進する等、かかりつけ医療機関における療養指導を充実させるこ

　と。ド

5　経費の負担
　　　この実施要領に基づき実施する事業に要する経費については、厚生労働大臣が

　　別に定めるr感染症予防事業費等国庫負担（補助）金交付要綱」により、予算の

　　範囲内で補助するものとする。

執



絡
日　
0

　
3

連
月

　
3

　
年

務
3

　
　

　
成

事
平

日本医師会　御中

厚生労働省健康局
総務課生活習慣病対策睾

　　　　　！

r健康的な生活習慣づくり重点化事業の実施要綱の一部改正について」

について

　生活習慣病の予防等に当たっては平素よりご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。

　平成23年度より、健康的な生活習慣づくり重点化事業の事業内容をメタボリッ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ
クシンドローム予防から糖尿病予防に特化したr糖尿病予防戦略事業」に変更する

、

とともにボランティア等の主体的かつ自由な発想に基づく健康づくりの手法を収

集、評価するものとして「実践的な予防活動支援事業」を追加しています。

　つきまして、貴会におかれましても、r健康的な生活習慣づくり重点化事業」の

趣旨をご理解の上、各都道府県等の事業実施にあたっては、従前通り御協力をお願

いいたします。
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健康的な生活習慣づくり重点化事業の実施要綱の…部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘」

　健原的な隼活習慣づくり重点化事業の実施要綱年つ．いては・「健康的な牛活習

慣づくり重点化事業の実施について」（平成・21年3月27n健発第03270

09号厚生労働省健康局長単知）¢）別紙により導知』たところである魁今般

．黎叢饗欄警）とお脚』脚1勾14肺か糊する
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健康的な生活習慣づくり重点化事業め実施要綱

一、　　、

斗』目的・・．　　　　『　…　　　　　　　　　　　　！　1　』

　・喫煙や食習慣などの隼活習慣が関与する生汚習慣病1ま・その生活習慣を改善すること．によ9

病気の発症や重症化を予防することができる。

　現在、r健康日本2i」や’r食育推進基本計画」等において、たばこ、栄養、運動等にづいて

目標を立て、健康的な生活習慣の形成を通じた」次予防を重視レた健康づくり運動を行ってい

るところであるっ　’　，、．　　　．　　・　　臨一・甲，1、　　　』　　・　　，　．」

　　しかしながら・喫煙率は・男性喬割弱・．女往1割強でわり・男性は発進詩国と比べ高い状綿

にあり・また・糖犀病が強く疑わ細る人は8g　o万人・糖尿病の可能性を否定できない木を合』

，わせると約2，’210万人と推計されている。

　　こうしたことから、地域、’職域艮び学校等の身近なところで、たばこ対策や肥満・糖尿病予

防に関する事業を総合的に実絶するとともに》ざランティア等の主体的がう自由塗発想に基づ、

く健康づくりの手法を収集・，評価するヒとにタり効果的な生活習慣の改善1；タる健康増進を層

　る「ことを目的．とする。

2．実施主体　　　　　・’　　・　．　　　一，

　．こめ事業の実施主体は3の一（1）1．（2）の事業については・都道府県・．保健所を誰直する市・

　及び特別区、（3）については、3の（3）のbに示す要件を満たす団体とする。．

3』事業内容　　　　　　　　　　　・　　　一　．”『　　　　　辱　　　毒・

　本事業の対象は、以下のとおりとする。一

（1）たばこ対策促進事業凱

　　たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の発効に伴い、当該条約の批准国として、た

　　ばこ対策を着宰に推進するため、未成年者や子どもへの影響の大きい父母等に対する喫煙防

　止対策受動喫煙対策が遅れている娯楽施設等における受動喫煙防止対箪の効果的な推進、㌔

　喫煙率が上昇傾向にある若年女性に対する普及啓発及びr禁煙普及鼻」の養成・活動支援な

　　どに重点を置き．、地域0関係者と連携したたばこ対策の推進を図ることを目的とする。

　　a　未成年者や子どもへの影響の大きい父母等の喫煙防止に関する事業

　　　　①学校保健担当者等を対象とした未成年者の喫煙防止に効果的な教育方法等を指導す

　　　　　　る講習会等の実施　　　・　　　　　　・　　　　．　　　　　；　』　　　　　ノ

、　　　　②学校・市町村に出向き犀章f生徒や父母等を対象≧したたばこの健康今の影響に関、

　　　　　する知識についての講習会・（基調講演、集団指導、ロ」ルプレィ）等の実施

　　　　③喫煙防止のための関係者の取組事例の情報収集1好事例の紹介等普及啓発に関する’

　　　　　事業の実施

　　　　④未成年者が喫煙習慣を身につけなV．・よう成人式等を活用し、たばこと健康問題に関

’



’

　　　する知識の普及を目的としたキャンペーン（20歳の禁煙宣言）等の実施

　　　⑤その他喫煙防止対策の推進に有効と認められる事業

b．娯楽施設等における受動喫煙防止に関する事業

　　’①娯楽施設等の事業者を対象とした受動喫煙防止対策に関する講習会（基調講演、集

　　　　団指導、白一ルプレイ）の実施

　　②個々の事業者等を対象とした浮華粉Pん濃庶・一酸化炭素濃度を測定する機器等を，

　　　　活用した個別指導め実施

』驚鱒饗峯欝って嘩解罰しその鯛階示す卵の耐

　　④娯梁施設等の施設における分煙事例の情報収集・好事例の紹介等普及啓挙に関する

　　　　事業の実施

　　　⑤その他禁煙・分煙対策の推進に有効と認められる事業

。　若年女性に対する普及啓発に関する事業

　　　①喫煙と健康問題に関するチラシ・ポスター等－（美容所等へ配布）の作成

　　鯨櫛利用する際会の冬嘆翫化郷里牽店等の塀力を得友普及啓発に関する『

　　　　事業の実施、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．

　　　．③女性を対象としたたばこの鯉康への影響に関する知識についてρ講習会等の実施

　　　④その他禁煙支援に有効と認められる事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！d　　r禁煙普及員」に関する事業

．．①「禁煙普及員」り養成に関する講習会等参実施』

　　　②r禁煙普及員」の認定に関する事業

　　　③「禁煙普及員」，が行う普及啓発活動の支援に関する事業

　　　④そ9他「禁煙普及員」の普及に有効と誰められる事業

e　たばこ対策関係者で構成される協議会等の設置

　　　上記一a・b・、c・4の事業を，円滑に実施すうために1ま・地域の関係者との連携が必要

　　と考えられ為こと期ら・地減φ保健医療関係者を含めた準ばこ対策関係者で構成される1

　　協議会等を設置して事業め計画策定、推進及び評価等を実施すること。

f　留意事項

　①講習会等の実施に除し・対象者が参加しやすいように開佳日、時間帯及び実施回数等

　　について配慮するとともに、一、実施方法についてもI　T等の活用も検討すること．．

　②飲食店営業者を対象≧レた受動喋坪防止対策については＼平成19年3月26目健発第

　　Q＄26093号厚生労働省健康局長通知「生活衛生常業健康推進等事業の実施について」に

　　基づ焼て、都道府県生活営業指導センターが実施する受動喫煙防止対策推進支援事業

　　と連携して効果的・効率的な事業の実施に努めること。

　③事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等が行う関連事業とも連携して実施

　　．するよう努めること。

　④r禁煙普及員」は、禁煙成功者及び禁煙に関する知識を有する者のうちから、’都道府一



県知事の任命により認定することが望まレい．

（2）糖尿病予隣戦略事業．→　　　　　　」　一け　　　　㌦　　・．　　　　　1　　　＼

　　糖尿病の雛を猫するために・生活習慣を改善し・適切な食生活や適度な運動習騰の．

　．実践に結びつくよう環境を整備することを目的とする，

a，20～30歳代を中心とし左肥満予防硅関する事業，

　　①運動施設等を活用した肥満予防・改善のための体験機会の提供

　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　運動施設（健康増進施設を含む）等を活用し曳』r食事バランスガイド」・、rエクサ・

　　サイズギイド」・等を取り下れた肥満予防・6改善のための宰践的な体騨磯余の提供

　　②民間産業と連携したメニ耳r改善に向けた取組一

　　　飲食店における土ネルギr摂取のバランスに配慮したメニ血rの提供導、民間産業

　・と連携した取組の実施　　　　　　　　、　　』　　　’ノ　’

　　③事業企圃・評価委員会等り設置・運営

　　　事業を円滑に実絶す否ために・．要員会等を設置し・上記の企画・運営r評価を行レ＼

　　そめ上で事業宰施報告書の作成等を行うこと・評価㌍あた？ては・参和音㊨体重維持

　　や減牛につ塗がる意識や行動の変化・参加事栗者等の経続的な実i施に？ながる章識や・

　・』取組の変化を把握●分析する』こ≧び．

　　　　’　　　一

b層壮年期場降の糖尿病予陣対策事業・

　　①家族ワークシ白．ンプ・、講演会等の開催

　　　糖尿痔予防の左めに必要な知識を学びく食生活の敦善に取組むため・家族等で参

　　加するワークショップ・講習会の開催

　　‘②民間産業、商店街等と連携した糖尿病予防対策

　　　．地域り商庸街等においズスーパーマーケット・7ンビFエンスストアや飲食店など

　　．の食品関連事業者等と連携した、事業者等が行う栄養成分表示やヘルシーメ、ニュー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽　　の提供の促進・、，

　　③事業企画・評価季員会等の設置・渾営　，一。．　　　　　　、、

　　／一事業を円滑に実施するために、要員会等を設置し、上記の企画・運営・評価を行レ＞、

　　その上で事業実施報告書0作成等を行うこと・評価1；あたっては丸参加者の食生活改

　　善にづながる意識や行動の変化、一参加事業者等の継続的な実施につながる意識や取組

　　の変化を把握・分析すること。・

・c』留意事項・3　　一し　　一　　　　　　　　一　．　　　’　　一、，∫・

　　①事業計画は、地域の特性や実情を考慮して計画すること。’

　　②事業φ実施にあたっては・実施地厚の市町村管理栄養キ・関係機関・関係団体・民

　　間産業等と連携を図るとと。ロ

　　③事業の評価は、プロセス評価、アウトカム評価を行い報告すること。



～

』④a囎及びbの③につレ1て！ま・必ず繊の保健医療・教育関係者・民間産業等を含

　めた栄養・食生活、・運動、肥満対策関係者で構成される委員会等を実施すること．な・

　お・既存の委貫会等を活明してもよい。また・a及びbの両事業を行う場合1とは・同

一一 ﾌ委員会等で、企画．・運営・評価を行ろても差し支えない．・

　（一3）　実践的な予防活動支援事業

　　　　健康づくり．において・ボラマティア組緯等の果準す役割は重要で為り・　「健康増進法（平、

　　・成．14年法律第103号）」に基づくr国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本

．，@的な方針（平成15年厚生労働省告示第19．5号）」においても、国及び地方公共団体は、

　　ボランディア組織㊨支援等に努めることが明記されており、これまでも層及び地方公共団体

　　・においては、ボランティア組織め養成等を行ってきたところである．

　　本事業では・ボランティアで・健康づくりや生活習慣病の改善（以下「雌康づくり活動」と

　　いう）に取り組む民間同体9・主体的かつ自申な発想に基づく事業を・公募したう客で・事，

　　例収集及び評価検誰を行うことにより、今後の健康づくり施策の検討に資することを目的ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　する。

　　a．実施主体・㌧』♂　　』，・』’甲　、●’ノ
　　　　本事業の実施主体は、・次の全ての要件を満たす団体とする。・．

　　①全国事業

　　　　・ボランディアで健康づくり活動を行う民間団体であること。

・　　　・原則としてボランティアの健康づく9活動に5年以上の活動の実績があり・公益法人・N

　　　　1｝q法人等φ法人絡を有すること・（ただし厚生労働大臣が調めた場合はこめ限りでは奪い）・

　　　　O全国の30以上の都導府県に活動拠点を有すること・

　　②地域事業’．　　　一　　　’　甲　『　．　　一

　　　　・ボランティアで地域に根ざした健康づくり活動を行う民間団体であること。
　’
　　　　・原則としてボランティアの健康づくり活動に2年以上の活動の実績があり、公益法人、N

　　　　P（）法人等の法人格を有す為こ，と，（ただし厚生労働木臣が認めた場合はこの限りではない）

b事業の内容
一①全国事業を実施する民間団体は、主体的で自由な発想に基づき健康づくり活動を行う。

②地域事業を実施する民間団体は、主体的で自由な発想に基づき、地域の特色や特性に沿った、

　独創性のある健康づくり活動を行う。

③国は、民間団体が実施する上記の活動に対し、財政的支援を行う．なお、国は本事業の実施

　にあたり、有識者で構成・される評価委員会を設置し、評価委員会による審査により、採択事

　業及び国庫補助基準額を決定する。．

．c　事業の実施方法

N



ト

国は本事業の実施にあたり、別に定めるところ14より事業計画を公募する．

4・経費の章卑

　　都道府県、保健所を設置する市及び特別区がこ砂美碓要綱に基づき実施する事業に要する経・

　費に？いては・別に定やる「感染症予鴎事業費等甲庫章担（補助）金李付要綱」に基づいて・

吻糊内で聯脚1もの鵬
5・ Dこ腰綱は平成2＄年4月・日施適勝る・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

、

、

9



新旧対．照』表

改．　正　　後

健康的な生活習慣づくり重、点化事業の実施要綱

1．目的』

　喫煙や食習慣塗どの生活習慣が関与する生活習慣病1ま、その生活習慣を

改善することにより病気の発症や重症化を予防することができる。

　現在、r健康日本21」やr食育推進基本計画」等にお炉で｛たばこ“

栄養、運動等について目標を立て、健康的な生活習慣の形成を通じた一次

予紡を重視した健康づくり運勤を行っているところでわる・

　しかし塗がら、喫煙率は、’男性4割弓5・女性1割強であり1・男性は先進

諸国と犀べ高い状況にあり、また、糖尿病が強く疑われる人は890万ム・

糖尿病の可能性を否定できない人を合わせると約2　210万人と推計さ

れている。、

　こうしたごとから、地域、職域及び学校等の身近なところで、たばこ対

策や肥満・糖尿病予防に幽する事業を総合的に実施するとともに、沫ラン

ティア等の主倥的かづ自由な発想1と基づく健康づくりの手法を収　　評価

必’ことにより勤果的な生活習慣9改善による健康増進を図ることを目

的とする。

一改　　正　　前

健康的な生活習慣づくり重点化事業の実施要綱

1．目的へ

　喫煙や食習慣などの生活習慣が関与する生活習慣病は、一その生活習贋を

改善することにより病気の発症エ堕や重症化を予防することができる。

　現在、・不健康日本2i」やr食育推進基本計画」．等において、たばこ、

・栄養、、運動等について目標を立て・健康印な生活習慣め形成を通じた一次一

予防を重視した健康づくり運動を行っている，ところである。

　しかしながら、．喫煙率は、男性4割弱、女性1割強であり、男性は先進

諸国と比べ高い状況にあり、また、40－74歳の男性の2人に1人・，女

性の5人に1人がメタボリックシンドロームが強く疑われる者又は予備

群と考えられる者である

ざらに、「健康日本21　の中間評価において、未だ取組が不十分であ’、

る’ﾆ指摘され、特に、たばご、●以養ミ運動については、重点的な取組及び

幅広く運動を展開しでいくことが必要とされているところである

　国民の生活習慣を改善する上で、ポピュレーションアプ砕rチが重要ど

考えられていぐ1ことから・地域・職域及び学校等の身近塗ところで・たば

ヒ対策や肥満予防年関する事業を絶食的に実施することにより効果的な

生活習慣9改善莚よる健康増進を図ることを目的とする・



改，・正　　後 一改　　正　　前’

2．実施主体辱 @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一

@　この事業の実施主体は．3の一（1）、（2．の事業については、都道府県、，

@　　　　　　　　　　　　　　　（3）については、3の（3）のbこ示　保健所を設置する市及び特別区
齬翌

ｷ要件を満たす団体とする。　　　・

u3．事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角　　・

i1）　　（略）

i．2）・糖尿病予防戦略事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

@　　・糖尿病の発症を予防するために　生活羽慣を改益し、・適切な　生活

@　や適度な運動羽慣等の実践に結びつくよう環境を整備する二とを目的

@　とする。

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

@　　　　　　　　　＼

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’■@　・イ@　　　　一　　　、

@　　乙

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

．2．実施主体　　　　　　　’

@　この事業の実施主体は都道府県、保健所を設置する市及び特別区とす一

@’るσ

D3．事業内容．

@（1ン　　（略）一

@（2）一メタボリックシンドローム予防戦略事業　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　一　一

@　．近年、不適七な生活や運動不足による成人の肥満者の割合が癩加し

@　ているが丸メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防には、

@　子どものころから健康な生活羽’の重要性に対する関心と理解を深め
@’健全な　生活や運動羽・を身につけることが重要である　また、個人σ）．　　　　　　　　■　　　、　’生活羽’の改笠には　出庭、学校　地壇等の社会全体がその取組を継続・

@　的に支援していくことも必要至ある

@　　このため　若　期からの月巴満予防対策として、子どもとまの保護者等、

@　の健康状態　　生活や運動・身f活動等に謁する生活習慣の実態把握を

@行，うとともに、地璽と学校等との連　のもと　子どもとその親に対して

@　　生活と運動の両面からアプロー」チする若年．からの肥満予防の取組．

@．を実施するものである　さらに、壮年．を中心とした肥満予防対策とし』1

@　て～運動施設等を活用した具体的な体験　会の提供など、飲店、民間

@　産業等とも連．した取組を実施するものである

@　　また、　云基本法（平成1ケ年法律　63号）に基づく　育推進基本計

@　画が決定されており　地域における健康づくりのための　育の取組にっ

@　いても推進するものである一

T　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、聖



改　　正　　後　　　　　… 改　　正　，前屯

a　20～30歳代を中心とした肥満予防に関する事業．

@運動施設等を活用した胞満予防・改善のための体験機会の提供・

@運動施設（健康増進施設を△む）等壼活用し、「食事バランスガイド’

　　　　　　　　　　r

＝@若年期からの肥満予防対策事業・

@①子どもと保言者等の健康状態、．生活、・身体活動め実態調査

@　対象地区の子どもと保護者等の健康状態，　生活、身体活動・運動の

　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　、uエクササイズガイ．ド1等を取り入れた肥満予防・改善のための実践的 状況を把握し、課題の把握等を行う。また、評価項目を決め、事業実施

　　　　　　　4ﾈ体験機会の提供

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

@　　　　　　　　　　　　　、　一一　　　　　　し

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

A民間産業と連携したメ耳ユー改善に向けた取組一　飲食店におけるエネルギー摂取のバランスに配慮』たメ曇ユーの提

沒凾P民間産業と連　した取組の実施

B事業企画・・評価委量会等の設置・運営　　　　　　　　一

@事業を円滑に実施するために、委昌会等を設置し、上記の企画・運営・・

]価を行い、その上で事業実施報告書の作成等を行うこと。評価に酸
ｽっては、参加者の体重維持や減少につながる意識や行動め変化、参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

幕ﾆ者等の継続的な実施につながる意識や取組の変ヒを把握・分析する

ｱと。

後の成果の把握

Q墾子ワークシ白ップ、講演会等の開崔

@親子で参加できる健全な．生活（　欠　者の減少Aむ。）と運動・’

g体活動の実践、肥満や生活羽’病などの健康状態に関する知識を理解

ｷるためのワークショップタ講羽会の開崔　なお、1において過体重、

�モc者に対しては、－ ｶ活や運動をAめた生活羽慣について管理以養

m等による個別指宿の実聾　　　　　　　　　　　　　　　　　　“

@　　　　　　　　　’

B民間産業．店街等と連携した肥満予防対策及び朝　欠食率減少に向一一けた取組の推進・　　　　　　　　　　　“

@地均の。店街等に叢いてス」パーマーケット、コンビニエンススト

A」　　店などの　品関連事業者等と連七た、’肥満予防のための健全

ﾈ　生活や運動に関する取組及び朝　欠　率減少を△む生活羽慣の改

ｷに向けた取組の推進1

@　　　　　　　　　　　　　　　　㌧



改　　正　　後

b・壮年期以降の糖尿病予防対策事業一

①堂族ワ｝クショップ』講演会等の開崔

糖尿病予防のために必要な知識を学び、　生活の改釜に取組むため1

，白ｰ等で参加するワークショッ．プ・講習会の開

②民間産業雌笠と連袴や孝糖尿病予防対策・、、

’地域の．店街等においてスーパーマーケット、コンビニエンススト

ア、 店などの　品関連事業者等と連携した、事業者等が行う幽養成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」一分表示や・トルシーメニューの提供の促進

③事業企画・評価委量会等の設置・運営

事業を円滑に実施するために、委　会等を設署し、上記の企画・運営・

評価を行い、その上で事業実施報告書の作成等を行うこと。評価にあ

たっては、参加者の食生活改善につながる意識や行動の変ヒ参加事業

．者箏の継続的な実施につながる意識や取組の変ヒを把握・分析するこ

と。

改　　正　　前

b 壮年期を中心とした肥満及びメタボリツクシンドローム予防対策事

業

①運動施設等を活用した肥満予防・改笠のための体験機会の提供及輩そ

運動施設（健康増進施設を含む）等を活用し、r食事バランスガイド、

fエクササイズガイド箏を取り入れた肥満予防・改益のための具体的

なf験機会を提供する　また　過体重、肥満の者に対しては、　生活や

運動を含めた生活羽↑にづいて管理幽養士等による個別指導塗実施す

，る　その後、フォローアップ調査を実施し、そめ有効性を評価する。

②民間産業と連携した　　の欠食率減少に向けた取組

店におけるバランスのとれた　　メニュ｝の提供等、民間産業

と連携した　　欠食者の減少に向けた取組を推進する

t

互

k



改　　正　　後

侮の③及び加クのごおいで記載ソ．←

c　留意事項

①事業業計画は、地域の特性わ実情を考慮して計画すること’

O

・②事業の実範にあたってはマ実施地区の1市町村管理栄養士・一関係機開く

　済．関係団体、民間産業等と連携を図ること。．

・改　・正　　前，

c　事業企画・評価委員会等の設置・運営

上記a及びbめ事業を円滑匹実施するために‘地域の保健医療・教本

係者」民間産業等をAめた脳養・　生活運動肥満対策関係者で構

成される委員会等を設普し、事業の計画策定』調査の企画・解析、事業

の推進及び評価、事業実施報告書の乍成等を行うこと　なお、一既存の委

員会等を活用してもよい

。」⊥　留意事項

①実施1こあたっては・実施地区の市町村管琿栄秦‡・関係機関関係

　・団体、民間産業等と連携を図ること。・一

②事業の企画立案にあたっては、　云推進基本計画にも、子どもめ肥

満予防の推進、・朝　を欠　する・民の割合の減少、’r事バランス

ガイド　等を参考に　生活を送っている・民の割合の　加1メタボ’

リックシン，ドロームを認知している・民の割合の　加等が盛り込ま

れていることから　各　道府県　’育推進計画、市町村 云推進計画

との関連も峯野にいれること

3若年ヌからの肥満予堕対策事業を実施するにあたっては、若生期か

らの健全な　生活と運動羽’㊤徹底という・’点から取り組むこと

また｛適正体重の維持という　点から 　　　　し単に体重の減少というこど

を自的とするのではなく、児童・生徒の成長や低体重の者にも配慮

し 健康・・態や生活羽塗病に関する理解を深め、生活羽慣の自己愁

理ができることを目指す内容とすること



改　　正　　後

3事業の評価は、プロセス評価　アヴトカ，ム評価を行い報告すること。

4aの③及びbの3については、一 Kず地域の保健医療・教本関係者、

民間産業等をAめた以養・　生活、．運動）肥満対策関係者で構成され

る委員会等を実施すること。なお、駅子の委国会等を活用してもよい

また、a及びb’の両事業を行う場合には、同一の委員会等で、企画・

1運営・評価を行っても差し支えない

（3）　実践的な予防活動支援事業

健康づくりにおいて、ボランテ’Cア組織等の果たす役割は重要であ

り、r健康増進法（平成14　法律　103号ン　’に基づくr・民の健一

康の．進の総合的な推進を図るための基本的な方針く平成15生厚生労

1働省告示第195号）においても国及び地方公共団体はボランティ

ア組織の支援等に努めることが明記されており　これまでも・及び地方

公共団体においては、ボランティア組織の養成等を行ってきたところコ

並　本事業では、ボラ．ンティアで、健康づくりや生活賜病の改善（以下

r健康づくり活動　という）に取り組む民間団体の、主体的かっ自由な

｛

改　　正　　前

4事業実施に付随する教育媒体や学羽教オの作成にあたっては、地域の，

、特性や実情を考慮して乍成すること
、

⑤事業の評価は、一プ・ゼス評価アウト々，ム評価を行い報告すること己，

また、τ食育を通じた健康づくり及び生活羽生病予防戦隆に　する研

究　における　云データベ｝スに事業実施内容及び事業評価を登録す

ること

f

＼



改　　並　’後

発想に基づく事業を、公　したうえで、事例収集及び評価証を行うこと

により、今後の健康づくり施策の検討に資することを目的とする’

a一 ﾀ麺主体
　　本事業の実施主体ぽ．次の全ての要件を満たす団体とする．

①全国事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　1ボランティアで健康づ≦り活動を行う民間団体であること

・原則としてボラとティアの健康づくり活動に5年以上の活動ゐ実績があ

りぐ公益法人、NP　O法人等の法人格を宣すること　（ただし厚生労働大一

臣が認めた場合はこの限りではない）

・全国の30以上の都道府県に活動拠点を有文ること

②地域事業　．　　・　、　1一　　一　　　　　　　、　　　　’鉱■、

　’日・1ボランティアで地域に根ざした健康づくφ活動を行う民間団体であるこ

、一

�
・原則としてボランティアの健康づくり活動に2年以上の活動の実績があ．

b、公益法人、NPΩ法人等の法人格を有すること ．（ただし厚生労働大

臣が認めた場合はこみ限りではない）

b　事業の内容

①全国事業を実施す歪民間団体は、主体的で自由な発想1ヒ基づき鯉康づくり

活動奪行う。、，・

2地域事業を実施する民間団体は、主体的で自由な発想匹基づき、地麺の特

色や特性に沿った、’ ﾆ創性のある健康づぐり活動を行う

③国は、民間団体が寒麺する上記の活動に対し1’財政的支援を行う　なお、

国は本事業の実麺にあたΩ、有識者で構成される評価委口会を設署し、評

価委員会に古る　査により、採択事業及び国庫補　基準額を決定する

‘

改　　正　・前



’改一@正　　後

。　事業の実施方法

　　国は本事業の実施にあたり、別に定めるところにより事．計画を公する。

4．（略）

5．この要綱は平成23．年4月1目から適用する。’

改　　正　　前

4．（略〉

．5．・この要綱は平成2⊥年4且1目から適用する・

一、




